
現行「…もって社業の発展及びこれを基礎とした労働条件の維持向上を図ること

を目的とし」

組合側主張⇒労組法第１条の精神に沿って改訂すること

「企業の健全な発展と社員の労働条件の維持改善及び地位の向上を図るとともに、

公共交通の社会的使命を達成することを目的とし」に変更すること

２０１２年

ＮＯ．１０
９月２０日

　３年ぶりとなる「労使間の取扱いに関する協約」の改訂交渉が、９月２０日に開催
されました。
　交渉では、「協約」の趣旨となる第１条の目的の条文について、労組法第１条の精
神に沿って改訂することを強く求めるなど、ＪＲ発足２５周年にふさわしい改善を図
るよう、組合側の主張を展開しました。（詳細は業務連絡報を参照してください。）

組合側主張⇒人事・労務管理の重要な個人情報を取り扱い、人事考課や人事上

の権限を行使しうる立場にある管理者については、非組合員である管理職等社員

に限定すること

（目的）第１条

（非組合員の範囲 )  第３条


